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　５月下旬、蓮野・山倉・亀代小学校で、運動会（体
育フェスティバル）が開催されました。
　学年ごとに時間帯を分散するなど感染症対策に
も工夫しながらの開催。児童たちは日頃の練習の
成果を発揮していました。（32・33 ページも併せ
てご覧ください。）

一人ひとりが
　ベストを尽くしました！
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自分から進んであいさつを

したり、「ありがとう」

　　　「ごめんなさい」を

　　　　　言ったりします

目的に向かってあきらめずに

やりとおし、達成感を味わいます いろいろな遊びや体験をとお
して数量、図形、標識、文字
などにふれます

学校のきまりを守り、日課に合わせて
行動します

身の回りの整理整頓や場に応じたあい
さつを進んで行います

友達や先生に自分の気持ちや言いたい
ことを伝えます

友達と協力して一緒に活動します

学習のしかたを知り、進んで学習に
取り組みます

試したり、考えたことを友達と伝え
合ったりします

文字を読んだり書いたり、数を数え
たりして理解します

心が動かされたことを絵や言葉で
表現します

幼児教育アドバイザー

「幼児期の終わりまでに育ってほしい 10の姿」 は、 遊びを中心とした

幼児教育を通して育っていき、 小学校入学以降も育ち続けていきます。

さまざまな体験を教科の学習に生かします

学習のしかたを理解し
試したり考えたりします

みんなと力を合わせてがんばります

自分のことは自分で行い、きまりを守って
生活します

小学校１年生（４・５月）

幼児教育センターからのお知らせ

聖籠町 　　　　　　 幼児期から小学校への接続に向けて育てたい力

幼児期（３歳時～５歳時）

教育長

　幼児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培うものであり

小学校以降の教育の土台となるものです。 聖籠町では、 子ども

一人一人の個性や発達、 興味・関心を大切にしながら、 家庭と

園と地域で次のような力を育てていきたいと思います。

心を動かす体験をし、言葉や絵、

動きで楽しさや思いを表現します

わからないことは自分で

調べてみます

身近な自然にふれて自然の

楽しさや不思議さを

味わいます

たくさんの絵本に親しみ

感じたことを言葉で伝えます

自分の役割を考え

みんなで力を合わせます

生活の流れや集団の

きまりを意識して

行動します

幼児期の終わり
までに育って
ほしい 10の姿

自 立 心

健康な心と体

道徳性・規範
意識の芽生え

言葉による
伝え合い

協 同 性

社会生活と
の関わり

自然との関わ
り・生命尊重

思考力の
芽生え

豊かな感性
と表現

数量や図形、
標識や文字
などへの
関心・感覚

いろいろな運動遊びで

毎日 体を動かします

自分たちの力で解決して

仲よく遊びます
みんなで力を合わせて

楽しく遊びます 言葉で思いや考えを

伝え合います

興味や関心をもったこと

に自分から取り組みます

活動を成功させるために

みんなで考え合います

くり返し試したり

考えたりします

お問い合わせ　聖籠町幼児教育センター（子ども教育課内）（内線３１１）

次号では「町立こども園と私立保育所の先生方の合同研修会」について紹介します。
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、一定の条件を満たす方について、令和３年度
の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料が減免されます。

減免の対象となる方

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤
な傷病を負った世帯の方　⇒　全額免除

②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見
込まれる世帯の方　⇒　一部を減免

　具体的な要件については、下記のとおりとなります。ご自身が減免の対象になるかなど、
ご不明な点は役場町民課保険係までお問い合わせください。

国民健康保険に加入されている方の要件　

保険税が一部減額される具体的な要件

　世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べ

て 10 分の３以上減少する見込みであること
（２）前年の所得の合計額が１０００万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下で

あること
　注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険税の減免額は、減免対象保険税額（A×B/C）に減免割合（D）をかけた金額です。
令和 2 年の所得額（Ｂ）が 0 円以下の場合は減免できませんのでご注意ください。

減免対象の保険税額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ：世帯の被保険者全員について算定した保

険税額
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込ま

れる収入にかかる令和２年の所得額
Ｃ：世帯の主たる生計維持者および世帯の被

保険者全員の令和２年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
　３００万円以下の場合：全部（10分の10）
　４００万円以下の場合：10分の８
　５５０万円以下の場合：10分の６
　７５０万円以下の場合：10分の４
１０００万円以下の場合：10分の２

所得とは？
収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いた額のことをいいます。
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5　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１５・１１６・１１７）

介護保険被保険者の方の要件　
保険料が一部減額される具体的な要件

　世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和２年に比べて 10 分の３

以上減少する見込みであること
（２）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること

　注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険料の減免額は、減免対象保険料額（A×B/C）に減免割合（D）をかけた金額です。
令和 2 年の所得額（Ｂ）が 0 円以下の場合は減免できませんのでご注意ください。

減免対象の保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ：減免を受けようとする方の保険料額
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収

入にかかる令和２年の所得額
Ｃ：世帯の主たる生計維持者の令和２年の合計所得

金額

合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
主たる生計維持者の合計所得金額が
２１０万円以下の場合：全部（10分の10）
２１０万円超の場合　：10分の８

後期高齢者医療制度に加入されている方の要件　
保険料が一部減額される具体的な要件

　世帯の主たる生計維持者について
（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た令和３年の収入のいずれかが、令和２年に比べて

10 分の３以上減少する見込みであること
（２）令和２年の所得の合計額が１０００万円以下であること
（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和２年の所得の合計額が４００万円以下であること

　注：申請にあたっては、収入を証明する書類が必要となります。

保険料の減免額は、減免対象の保険料額（A×B/C）に減免割合（D）をかけた金額です。
令和 2 年の所得額（Ｂ）が 0 円以下の場合は減免できませんのでご注意ください。

減免対象の保険料額（Ａ×Ｂ／Ｃ）
Ａ：減免を受けようとする方の保険料額
Ｂ：世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収

入にかかる令和２年の所得の合計額
Ｃ：世帯の主たる生計維持者と被保険者全員の令和

２年の合計所得金額

合計所得金額に応じた減免割合（Ｄ）
主たる生計維持者の合計所得金額が
　３００万円以下の場合：10 分の 10
　４００万円以下の場合：10 分の８
　５５０万円以下の場合：10 分の６
　７５０万円以下の場合：10 分の４
１０００万円以下の場合：10 分の２

各制度の申請にあたり必要なものについて、詳しくはお問い合わせください。



広報聖籠 R3.7　6日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

理想の結婚をサポートします
～聖籠町・新発田市・胎内市定住自立圏　婚活支援事業～

in 新発田

同日
開催

　「結婚や婚活について、誰もが気軽に相談できる
カフェ」をコンセプトに個別相談会を開催します。
婚活を考えている方や結婚したい方、ご家族の方も
この機会にぜひご利用ください。

日　　時　７月 11 日（日）午前10時～午後5時
会　　場　イクネスしばた（新発田市諏訪町1-2-12）
定　　員　10 名（お一人様あたり 40 分程度）
利 用 料　無料
申込方法　㈱トアイリンクス ムルーブ

事務局HP申込フォームまたは
☎025-290-7606（9:00～18:00）へ電話

　県のマッチングシステムを活用して、１対１の出
会いをサポートします。登録するとお相手の情報が
閲覧できます。

日　　時　７月 11 日（日）午前10時～午後6時
会　　場　イクネスしばた（新発田市諏訪町1-2-12）
利 用 料　無料　※ただし、事前に会員登録が必要で

す。（登録料：1万1000円、税込み、2年間有効）

申込方法　「ハートマッチにいがた」のHP
から予約が必要です。

問合せ先　にいがた出会いサポートセンター
☎ 025-384-4151（火曜・金曜日は定休）

　聖籠町と新発田市、胎内市は、圏域全体の活性化、人口流出対策、地方への人口流入を目的として、市町
村の枠を超えて事業連携するため、定住自立圏協定を締結しています。
　婚活支援事業についても、この協定に基づき平成 29 年から３市町が連携して婚活イベントや１対１の出
会い支援、セミナー、個別相談などを実施してきました。今年度も引き続き、より多くのカップルが誕生す
るよう、出会う前から理想とする結婚の希望を叶えるために支援します。

in 新発田

　結婚記念品とは、聖籠町・新発田市・胎内市が主催す
る婚活事業をきっかけに出会って結婚し、引き続き聖籠
町、新発田市、胎内市に居住するご夫婦に、居住地の町
もしくは市から結婚祝品を贈呈する制度です。
　結婚祝品は、聖籠町、新発田市および胎内市がそれぞ
れ趣向を凝らした祝品をご用意しています。
　申請は、婚姻届を提出してから１年以内が有効となり
ます。
　お心当たりのある方はぜひお問い合わせください。

お問い合わせ　役場総合政策課（内線２６２）

結婚記念祝品制度について結婚記念祝品制度について
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東京圏（東京・神奈川・千葉・埼玉）から移住された方

お問い合わせ　　役場総合政策課　政策係（内線２６３）
　　　　　　　　E-mail：sousei@town.seiro.niigata.jp

申請の期限についてはお問い合わせください

　  対象要件

【移住に関する主な要件】
◆ 聖籠町に住民票を移す直前の 10 年間のうち、通算５年以上、東京 23 区内に在住または東京圏の

うちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内へ通勤していたこと
◆ 聖籠町に住民票を移す直前に、連続して１年以上、東京 23 区内に在住または東京圏のうちの条件

不利地域以外の地域に在住し、東京 23 区内への通勤をしていたこと

【仕事に関する主な要件】　※ いずれかの要件を満たすこと
◆ 就業

新潟企業情報ナビに移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、採用され就業したこと
◆ 専門人材

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用し、新規に雇用されたこと
◆ テレワーク

所属先企業から資金提供されておらず、自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住
元での業務を引き続き行うこと

◆ 関係人口
移住前に、町に対して人口減少対策などについてのご意見を書面にて提出いただけること

◆ 起業
新潟県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けてから１年以内であること

・予算に限りがありますので、要件を満たす方はお早めに申請窓口へお問い合わせください。
・一定の事由（１年以内の退職、５年以内の転出など）に該当した場合は返還いただくことにな

ります。

『新潟企業情報ナビ』はこちらで検索！

新潟企業情報ナビ 検索検索 https://www.niigata-kigyo-navi.jp/

!

移住支援金
世帯１００万円 単身６０万円

東京２３区などから聖籠町に移住

し、対象要件を満たしている方に

移住支援金を支給する制度です。

※他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください
　また、令和３年３月２日以前に転入された方についても要件が変わります

を支給します！



広報聖籠 R3.7　8日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）地域保健係　☎２７−６５１１

今回対象ではない方も歯周病予防や口腔の健康のために年に１度は歯科健診を受けましょう！

よくかんでなんでも食べられる自分の歯　　めざそう 80 歳で 20 本
― 健康せいろう 21　　緑丸の健康 10 か条より ―

　歯周病は、歯を支えている歯茎や骨などの組織に炎症が起こり、徐々に組織が破壊されて歯が抜けてしま
う病気です。若年層にも幅広く見られる身近な病気ですが痛みが無く進行するため放置されやすいのが現状
です。しかし、歯周病菌は血管内を脆くし『動脈硬化』を進行させ、糖尿病や心筋梗塞・脳梗塞などの命に
関わる生活習慣病を発症・悪化させるため、甘く見てはいけません！！
　お口の健康は様々あり、噛む力や飲み込む力も欠かせません！詳細は次回８月号第２弾でご紹介します！

下記年齢の方を対象に無料の歯科健診を実施します！

４０歳以降、歯を失う最大の原因は歯周病です！

お口の健康 第１弾

成人歯科健診 後期高齢者歯科健診

対 象 者
令和 4 年 3 月末の時点で

40 歳・45 歳・50 歳・55 歳・60 歳・
65 歳・70 歳の年齢に達する方

令和 4 年 3 月末の時点で、
76 歳 と 80 歳の年齢に達する方

（要介護等一部の方は対象外になります）

日　　程 令和 3 年 7 月 1 日 ～ 12 月末日まで

健診料金 無　料

健診内容 歯科健診　歯みがき指導 歯科健診　口腔機能検査　歯みがき指導

実施方法
町内指定歯科医院での健診

※対象者には受診券を発送しました。
　　問診票は各指定歯科医院にあります。

町内指定歯科医院での健診
※対象者には受診券、問診票を発送しま
　した。忘れずにお持ちください。　　

そ の 他 受診の際には必ず、個人で指定歯科医院に予約をお願いします。

歯周病菌が血管内に入ると全身の

血管が硬くなり、もろくなる『動

脈硬化』を進行させたり血管が詰

まりやすくなったりします

『健康づくりでポイ活』

対象事業です！

動脈硬化を起こして
脳梗塞などの脳卒中
を招いたり歯周病菌
によってアルツハイ
マー型認知症が進行
する。

炎症により、血糖値を下
げるインスリンの働きを
妨げるので糖尿病が悪化
する

心筋梗塞や心臓内膜
の炎症などの心臓病
を招く

口が渇きやすくなる
ため、歯周病菌が繁
殖して歯周病が悪化
する
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天ぷらそばの食料自給率（カロリーベース）は、意外にもたったの 22％（平
成 26 年度農林水産省資料より）。材料のほとんどを輸入に頼らなければ、

この日本食を作ることができません。食料自給率の低さは輸送時に排出される二酸化炭素の多さ
につながり、日本は食材を運ぶ距離を表すフードマイレージが突出して高い国です。

インドネシアではエビの養殖池を作るためにマングローブ林が大量伐採さ
れ、アメリカでは乾燥地帯で大規模な小麦栽培を行うために地下水が過剰に

汲み上げられ、地下水の枯渇が危惧されています。その一方で、持続可能な取り組みで生産され
たエビや小麦もあります。社会、環境への配慮という視点を加えた消費行動（知ること、選ぶこ
と）を、エシカル消費といいます。（エシカル…倫理的、道徳的）

地元で作られたものを地元で消費する「地産地消」
は、良いことずくめの仕組みです。消費者にとって

は新鮮で作り手の顔がわかる（安心につながる）利点があり、地
元の作り手にお金が還元されることは地域の活性化にもつながり
ます。そして、フードマイレージもぐっと減らすことができます。
聖籠町では「うちはお米と野菜はほとんど自家製！」というご家
庭も少なくないかもしれませんね。

私たち消費者は「買うこと」で YES、「買わ
ないこと」で NO という意思表示ができ、消

費者に選ばれたもの、望まれたものが作られていきます。良いと
思う取り組み、応援したい人が作る「背景もおいしい」商品を選
んでみませんか？

ストップ！

　ザ・悪徳商法

役場町民課
消費生活センター

☎２７−１９５８（直通）
※来所の際は事前にお電
　話頂けると確実です

7 月

129

未来をつくるごはん・こわすごはん

消 費 生 活消 費 生 活

5月相談受付状況
件数 主な相談内容
11件 貴金属等の訪問購入

・健康食品・健康飲
料・情報商材・消費
税・電気

SDGs（持続可能な開発目標）

《天ぷらそばの主な材料の輸入先》

小麦（衣）
アメリカ

カナダ など

そば
中国

アメリカ など

菜種（油）
カナダ など

えび
インドネシア

ベトナム
タイ など

フードマイレージ

エシカル消費

地産地消

買い物は投票



広報聖籠 R3.7　10日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　優秀運転者表彰は、県警察本部長と県交通安全協会が連名で行う表彰です。
　50 年・40 年・30 年・20 年の無事故・無違反を継続された方が表彰されます。
　5 月 12 日（水）、新発田地区交通安全協会聖籠支部長より表彰状が授与されま
した。おめでとうございました。

〈受彰者〉（敬称略）
☆50年間　平山　正

まさ

司
し

　（次第浜）
児玉　由

ゆ

喜
き

男
お

（山倉）
栗原　ハル子

こ

（山大夫）
☆40年間　石田　　奨

すすむ

　（山倉）
☆30年間　栗原　初

はつ

子
こ

　（苔沼）
羽田　栄

えい

子
こ

　（藤寄）
☆20年間　佐藤　美

み

好
よし

　（蓮潟）
佐藤　勝

かつ

栄
えい

　（山倉）

☆50年間無事故・無違反を継続
　されて表彰された方々です。

　５月６日（木）、蓮野小学校、11 日（火）、亀代小学校、13 日（木）に山倉小学校において、１・３・５年生の
親子交通安全教室を行いました。
　１年生には、ダミー人形による実験を行い、飛び出しの危険性と怖さを呼びかけ、また、３・５年生には自転車
のブレーキ操作や安全確認をしっかり行うよう指導し、頭を守るヘルメットの着用の重要性を理解してもらうた
め、豆腐を使用したヘルメット効果実験を行いました。

実施時期：7 月 22 日（木）～ 31 日（土）
～スローガン～「さわやかに  夏を走ろう  越

えち

後
ご

道
みち

」
　運動の重点
　① 横断歩道での歩行者優先
　② 疲労運転の防止
　③ 飲酒運転の根絶
　夏休みに入るこの時期は、子どもたちや若者の開放感
から起こる事故や、夏のレジャーによる疲労運転などか
ら起こる事故が懸念されます。　　
　「事故を起こさない」「事故に遭わないよう」声をかけ
合って暑い夏をのりきりましょう。

町内３小学校で親子交通安全教室

夏の交通事故防止運動実施

町の交通事故発生状況
区分

年

4 月
（うち高齢者数）

1月〜 4月累計
（うち高齢者数）

発生件数 死者数 傷者 発生件数 死者数 傷者

令和3年 1
（0） 0 1

（0）
9

（5） 0 10
（5）

令和2年 2
（0） 0 3

（0）
11

（5） 0 14
（1）

増　減 −1
（0） 0 −2

（0）
−2

（0） 0 −4
（4）

交通安全に関することは
役場生活環境課

☎27−2111（内線２８４）

交 通
安 全

vol.230

今日も一日交通安全

交通事故に
あわないように
気をつけてね！

免許を取得して５０年、高齢

運転者になりましたが、尚一

層交通の基本を守って車の運

転を継続していきたい。

免許取得して５６年、

これからもゆずりあ

いの心を大切にして

運転をしていきたい。

優秀運転者として表彰されました

お
め
で
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
も
安
全
運

転
で
ね
！

平山  正
まさ

司
し

（次第浜） 栗原  ハル子
こ

（山大夫）

車が止まってく
れたのを確認して
から渡ろうね！

交
通
事
故
に
あ
わ
な
い
よ

う
に
ち
ゃ
ん
と
止
ま
っ
て
、

右
、
左
、
右
を
見
ま
す
！

一
年
生
代
表

ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て

し
っ
か
り
右
、
左
、
右

後
ろ
を
確
認
し
て
ね
！



11　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

・
文
化
団
体
連
絡
協
議
会
補
助
金

・
伝
統
芸
能
育
成
補
助
金

・
聖
籠
町
青
少
年
健
全
育
成
町
民
会

議
補
助
金

・
地
域
青
少
年
健
全
育
成
活
動
補
助

金
・
町
指
定
文
化
財
保
護
管
理
補
助
金

・
聖
籠
町
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団
育
成
運

営
補
助
金

・
ス
ポ
ネ
ッ
ト
せ
い
ろ
う
補
助
金

・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ
文
化
振
興
奨
励

金
・
地
域
ジ
ュ
ニ
ア
競
技
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ
育
成
事
業
補
助
金

町

民

課

６
月
７
日
（
月
）

■
令
和
３
年
度
第
１
回
聖
籠
町

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
開
催

　
聖
籠
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議

会
は
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
予

算
執
行
や
運
営
に
つ
い
て
、
有
識
者

や
町
民
の
意
見
を
十
分
に
反
映
し
適

切
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
、
調
査
や
審

議
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
協
議
会
で
は
、
次
の
事
項

に
つ
い
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

・
令
和
３
年
度
聖
籠
町
国
民
健
康
保

険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
１
号
）

（
案
）
に
つ
い
て

・
令
和
３
年
度
聖
籠
町
国
民
健
康
保

険
事
業
計
画
に
つ
い
て

子
ど
も
教
育
課

５
月
26
日
（
水
）

■
第
５
回
聖
籠
町
教
育
委
員
会

定
例
会
開
催

・
職
員
の
分
限
休
職
処
分
の
決
定
に

つ
い
て

　
以
上
１
項
目
に
つ
い
て
審
議
さ
れ

ま
し
た
。

農
業
委
員
会

５
月
25
日
（
火
）

■
農
業
委
員
会
第
24
期

 

第
27
回
総
会
開
催

・
農
地
法
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
３
件

・
農
地
法
第
５
条
の
規
定
に
よ
る
許

可
申
請
に
つ
い
て
・
・
・
・
３
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
所
有
権
移
転
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・
農
用
地
利
用
集
積
計
画
に
よ
る

（
利
用
権
設
定
）
申
出
審
査
に
つ

い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
１
件

・
令
和
３
年
度
聖
籠
町
農
業
委
員
会

の
活
動
の
点
検
・
評
価
、
活
動
計

画
（
案
）
の
承
認
に
つ
い
て

　

以
上
５
項
目
が
審
議
さ
れ
、
議

決
・
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
な
お
、
総
会
の
議
事
録
は
農
業
委

員
会
事
務
局
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
役
場
各
課
の
主
な
業
務
、
各
種
委
員
会
の
活
動

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
ど
を
町
民
の
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

　
掲
載
内
容
に
つ
い
て
の
、
ご
意
見
・
ご
質
問
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

担
当
課
ま
た
は
総
務
課
広
報
担
当
ま
で
電
話
か
町
政
ポ
ス
ト
の
ハ
ガ
キ

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

で
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

総
合
政
策
課

５
月
10
日
（
月
）、
31
日
（
月
）

■
第
９
・
10
回
聖
籠
町
補
助
金
等

評
価
調
査
委
員
会
開
催

　
聖
籠
町
補
助
金
等
評
価
調
査
委
員

会
は
、
町
が
交
付
す
る
補
助
金
等
が

適
正
か
つ
効
果
的
に
交
付
さ
れ
る
こ

と
を
目
的
に
、
調
査
、
基
本
的
な
あ

り
方
の
検
討
お
よ
び
評
価
を
実
施
し

ま
す
。

　
第
９
・
10
回
委
員
会
で
は
、
次
の

補
助
金
に
つ
い
て
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
調

査
を
行
い
ま
し
た
。

・
聖
籠
町
商
工
会
運
営
事
業
補
助
金

・
新
潟
県
信
用
保
証
協
会
保
証
料
補

給
・
中
小
企
業
振
興
資
金
利
子
補
給

・
中
小
企
業
不
況
対
策
特
別
資
金
利

子
補
給

・
中
小
企
業
人
材
育
成
事
業
補
助
金

・
小
規
模
企
業
起
業
・
創
業
支
援
事

業
補
助
金

・
小
規
模
事
業
者
経
営
改
善
資
金
利

子
補
給

・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
特
別
融
資
利
子
補
給

・
聖
籠
町
暮
ら
し
応
援
事
業
補
助
金

・
聖
籠
町
観
光
協
会
運
営
事
業
補
助

金
・
さ
く
ら
ん
ぼ
ま
つ
り
実
施
事
業
補

助
金

・
聖
籠
夏
ま
つ
り
実
行
委
員
会
補
助

金
・
聖
籠
町
サ
ー
フ
ィ
ン
大
会
実
行
委

員
会
補
助
金

・
町
Ｐ
Ｔ
Ａ
連
絡
協
議
会
補
助
金

　
次
の
と
お
り
役
場
１
階
町
民
課

で
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。
通

常
の
時
間
内
に
来
庁
が
困
難
な
方

は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
７
月
の
休
日
役
場
窓
口
】

７
月
10
日
（
土
）

　
午
前
９
時
～
正
午
ま
で

【
７
月
の
夜
間
窓
口
】

７
月
28
日
（
水
）

　
午
後
８
時
ま
で

　
受
け
付
け
で
き
る
業
務
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
担
当
窓
口
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
町
民
課（
内
線
１
１
１
）

町
診
療
所
か
ら
お
知
ら
せ

【
７
月
の
土
曜
診
療
】

　
７
月
10
日
・
24
日
（
土
）

　
　
　
　
　
　
　
　
午
前
の
み

【
７
月
の
休
診
日
】

　
７
月
８
日
（
木
）
午
後
の
み

　
　
　
14
日
（
水
）
１
日

　
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

聖
籠
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所

☎
２
７
‐
１
２
３
４

ご
利
用
く
だ
さ
い

～
役
場
休
日
・
夜
間
窓
口
～



広報聖籠 R3.7　12日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

INFORMATION
聖籠町役場　　☎27－2111
町 民 会 館　　☎27－2121
図　書　館　　☎27－6166
町保健福祉センター
　保健福祉課　☎27－6511
　長寿支援課　☎20－7433
上下水道課　　☎27－5141

（上水道管理棟）
診　療　所　　☎27－1234

お問い合わせ先

I N F O R M A T I O N

I N F O R M A T I O N

7 月 の 行 事

町
長
の
動
向
（
主
な
も
の
を
抜
粋
）

7
月

19
日 

下
越
土
地
開
発
公
社
理
事
会

 

新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合
議

会

 

下
越
福
祉
行
政
組
合
議
会

27
日 

阿
賀
北
首
長
会
総
会

29
日 

新
潟
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連

合
会
第
１
５
０
回
通
常
総
会

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
に
伴
い
、
中
止
ま
た
は
延

期
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

《相談事業》
ところ　役場１階会議室
◆行政相談
　13日（火）午前10時～11時30分
　 役場総務課（内線222）
ところ　結いハート聖籠
◆心配ごと相談
　※今年度より随時開催となりました。
◆無料弁護士相談
　21日（水）午後1時～4時
　 聖籠町社会福祉協議会
　　☎28‐7110
ところ　役場１階会議室
◆人権特設相談所
　８日（木）午後１時～３時
　 役場町民課（内線112）
　　法務局新発田支局
　　☎0254‐24‐7102

《保健福祉事業》
ところ　町保健福祉センター
◆乳幼児健康診査
○２歳親子歯科健診
　12日（月）午後１時10分～
○２歳６か月児歯科健診
　13日（火）午後１時10分～
○３歳児健診
　29日（木）午後１時～
○乳児健診
　30日（金）午後１時～
◆学級
○育児学級
　６日（火）午後１時15分～
　 保健福祉課
　　（町保健福祉センター内）
　　☎27‐6511
※急きょ、中止または延期する場合は、

その都度対象者へご連絡します。

狂犬病の予防注射忘れずに！

火災と紛らわしい行為の届出について

　生後 91 日以上の犬を飼っている方は、毎年、４月１日から６月 30 日
までの間に狂犬病予防注射を接種しなければならないこととなっていま
す。
　しかし、令和２年度と同様に令和３年度についても、新型コロナウイル
ス感染症の発生状況の関係から、令和３年 12 月 31 日まで狂犬病予防注
射の期間が延長されました。
　まだ狂犬病予防注射の接種がお済みでない場合は、かかりつけの獣医師
などで、期間中の接種をお願いします。
※飼い犬がすでに死亡している場合は、必ず役場へ届出を行ってください。

役場生活環境課　環境推進係（内線２８３）

　これまでは、火災と紛らわしい行為（どんと焼き、キャンプファイヤー
など）を行う際は、事前に新発田地域広域消防聖籠分署に届出を行うこと
となっていましたが、今後は事前に役場生活環境課に相談を行い、禁止行
為の例外と判断を受けた後に届出を聖籠分署に提出することに変更しまし
た。
　事前相談の際は、役場生活環境課にお越しください。内容を確認したう
えで、受付印を押印します。
　なお、届出用紙は、新発田消防署、聖籠分署、役場生活環境課にあるほ
か消防本部のホームページからダウンロードできます。

 留意点 
・野焼きなどについては、一部例外となる焼却を目的としないどんと焼き、

キャンプファイヤーなどを除き環境面への配慮から原則禁止となってい
ます。

・届出の受理に数日を要する場合があります。
・この届出については、あくまでも届出であり焼却を許可するものではあ

りません。

新発田地域広域消防本部　新発田消防署
　消防機関係　☎０２５４－２２－３７０１



13　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

（注1）町役場へ届出を提出された方で届出の際にご承諾
をいただいた方のみ掲載しております。

（注2）略した文字で掲載しております。戸籍の氏名と異
なることがあります。ご了承ください。

げんきなよい子
出 生

ごめいふくをお祈りします
死 亡

 赤ちゃん 保護者 行政区

万
かず

葉
は

 ちゃん （戸嶋　辰弥） 山諏訪山

菜
な の は

乃花 ちゃん （相馬　　郁） 真　野

芽
め い

衣 ちゃん （下條　　駿） 正　庵

 氏　名 年齢 行政区

佐　藤　四
し

　郎
ろう

 さん （72 歳） 道賀新田

鈴　木　さ　い さん （87 歳） 真　野

小　熊　フサ子
こ

 さん （77 歳） 桃　山

岩　渕　　　曻
のぼる

 さん （76 歳） 二本松

大　沢　イ　ミ さん （86 歳） 甚兵衛橋

高　橋　美
み ち こ

智子 さん （82 歳） 亀　塚

平　野　　　雄
たけし

 さん （70 歳） 次第浜

清　野　眞
ま

　喜
き

 さん （90 歳） 真　野

5 月の届出

幸せ多い人生を
婚 姻

      新郎・新婦　　　　  　   行政区

　山　口　裕
ゆう

　太
た

 さん
（前　島）美

み
　幸

ゆき
 さん

⎫⎬⎭
汐美台

　宮　沢　大
だい

　樹
き

 さん
（安　田）彩

あや
　華

か
 さん

⎫⎬⎭
網代浜

　鮓　田　英
えい

　治
じ

 さん
（広　瀬）円

まど
　香

か
 さん

⎫⎬⎭
藤　寄

　浅　田　　　響
ひびき

 さん
（海　津）　　瑠

るり
 さん

⎫⎬⎭
亀　塚

入 札 結 果  　　入札日　4 月 28 日～ 5 月 18 日

件　　名 場　所 契約額
（円） 業者名 納入完了日又は工事

（委託）期間最終日
入札
方法

1 聖籠町デジタル同報系防
災行政無線整備工事 聖籠町全域 494,670,000 藤島無線工業㈱ 令和6年2月29日

制限付
一般競争

入札

2 聖籠中学校空調設備機器
保守点検業務委託 聖籠町立聖籠中学校 1,100,000 研冷工業㈱

聖籠営業所 令和４年３月25日 指名競争
入札

3 聖籠中学校給排水設備機
器保守点検業務委託 聖籠町立聖籠中学校 962,500 新菖工業㈱

聖籠出張所 令和４年３月25日 指名競争
入札

4 海水浴場砂浜整備業務委
託 聖籠町大字 網代浜 地内 1,298,000 曽根建㈱ 令和３年６月18日 指名競争

入札

5 松くい虫被害木調査業務
委託 聖籠町内一円 495,000 北越緑化㈱

聖籠営業所 令和４年３月18日 指名競争
入札

6
令和３年度松くい虫被害
木伐倒駆除（くん蒸）業務
委託（春期）

聖籠町内一円 4,015,000 ㈲栗原緑樹園 令和３年８月31日 指名競争
入札

7 松くい虫被害木伐倒駆除
（くん蒸）業務委託№2 聖籠町内一円 1,782,000 曽根建㈱ 令和３年６月30日 指名競争

入札

8 ＰＣＢ表面拭き取り試験 聖籠町大字 二本松 地内
（資源ごみストックヤード） 643,500 新東運輸工業㈱ 令和３年６月11日 指名競争

入札

9
家庭用可燃ごみ指定袋及
び事業所用可燃ごみ指定
袋購入

結いハート聖籠及び
聖籠町役場倉庫 3,262,600 ㈱三京 令和４年３月４日 指名競争

入札

10 山王森史跡公園維持管理
業務委託 聖籠町大字 次第浜 地内 1,188,000 曽根建㈱ 令和３年10月29日 指名競争

入札

11 弁天潟風致公園維持管理
業務委託 聖籠町大字 蓮野 地内 5,390,000 曽根建㈱ 令和４年３月18日 指名競争

入札

12 二本松川田線道路側溝工
事 聖籠町大字 二本松 地内 6,270,000 ㈲マルミ工業 令和３年８月25日 指名競争

入札

13 蓮野藤寄線道路舗装補修
工事 聖籠町大字 藤寄 地内 6,114,900 ㈱下越道路 令和３年７月24日 指名競争

入札

14 新地方公会計財務書類作
成支援業務委託 聖籠町役場 総合政策課 852,500 日本会計コンサル

ティング㈱ 令和４年３月31日 指名競争
入札

15
日本海東北自動車道側道
等管理施設維持管理業務
委託

聖籠町大字 道賀新田か
ら二本松 地内 1,760,000 曽根建㈱ 令和３年７月31日 指名競争

入札

16 蓮潟こども園電話設備工
事 聖籠町立蓮潟こども園 451,000 ㈱トーシス新潟 令和３年７月19日 指名競争

入札

17 蓮潟幼稚園線道路路線測
量業務委託 聖籠町大字 蓮潟 地内 2,310,000 ㈱聖測コンサル

タント 令和３年９月16日 指名競争
入札

18 杉谷内処理分区公共桝設
置工事（その 2） 聖籠町大字次第浜地内 1,430,000 ㈱カトウ工業 令和3年6月30日 指名競争

入札

　網代浜海水浴場について、昨年度に続き開設しないこととしました。
　「聖籠海岸水難防止連絡協議会」で今年度の開設について協議し
た結果、遊泳区域が限定されることから、大勢の人が集まり、密接
する可能性もあり、新型コロナウイルス感染症の十分な予防対策を
行うことが困難であると判断されたためです。皆様のご理解とご協
力をお願いします。

役場産業観光課　地域振興係（内線１２２）

海水浴場の開設を中止しました



広報聖籠 R3.7　14日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

６月１日から二次募集を開始しました
～移住・定住、住宅取得、リフォームや空き家活用などをお考えの方を応援します～

お申し込み・お問い合わせ　役場産業観光課　地域振興係（内線１２２）

⎫
⎬
⎭

【募 集 期 間】６月１日（火）から（補助金額が予算額に達しましたら終了とさせていただきます）
【事業の基準日】令和３年４月１日（木）基準日以降に契約したものが対象です。

※　事業の完了が令和４年２月末日までのものを基本としますが、完了審査が３月末までに完了するものを受け付け
しますのでご留意ください。

補助対象となる主なもの
住 宅 取 得 住宅の取得費

住 宅 リ フ ォ ー ム
屋根の改修、外壁の改修、浴室の改修、便所の改修、洗面所の改修、台所の改修、内
装の改修、手すりの設置、出入口・窓の改修、断熱改修、給排水・ガス管などの改修、
電気配線などの改修、エアコン設置工事（購入費を含む）

その他建物改修、解体・除去 住宅（全部または一部）を車庫などに改修する工事、門、塀、などの建造物の新設、
改修、解体・除去、外構工事、浄化槽の解体・除去

補助対象とならない主なもの
設計費用や各種申請手数料および諸税、土地の購入費、事業用に供するもの（農業用も含みます）、造園・緑化工事、
電話およびインターネット配線に係る工事、部品交換（洗浄便座のみ、蛇口のみなど）、工事機械および工具などの
購入費、家具・家電製品・ガス器具の購入費、カーテン・ブラインドなどの設置・取替、シロアリ駆除のみのもの、
市場価格と著しくかい離のある見積の工事、聖籠町高齢者及び障害者住宅整備事業費助成事業実施要綱または聖籠町
木造住宅耐震改修等支援事業助成金交付要綱による助成金などを受けているもの

補助率・補助額 ※　補助額は補助率
以内かつ限度額（万
円）以内。千円未
満切り捨て

※　町外業者利用の
場合の補助金額は
補助金算出合計金
額の30%とします。

※　町内事業者は、
町内に事業所があ
る法人または町内
に住所を有する個
人事業者とします。

項　　　目 基本
加　　　算

子育て世帯 転入世帯 若者世帯 空き家活用

住 宅 取 得
補 助 率 10% 2% 2% 2% 2%
限度額（万円） 100 20 20 20 20

住宅リフォーム
（ 20 万 円 以 上 ）

補 助 率 10% 2% 2% 2% 2%
限度額（万円） 50 10 10 10 10

その他建物改修、
解体（20万円以上）

補 助 率 10% ― ― ― ―
限度額（万円） 30 ― ― ― ―

①住宅取得
町内で住宅を取得される方で、今後 10
年以上継続して居住する意思のある方に
補助します。加算あり

②リフォーム
町内で住んでいる（住む予定の）住宅を
事業費 20 万円以上でリフォームされる
方に補助します。加算あり

③その他建物改修、解体・除去
町内在住で住宅と一連した敷地内にある
非居住用の建物や建造物を事業費 20 万
円以上で改修、解体・除去をされる方に
補助します。（事業用対象外）加算なし

暮
ら
し
応
援
事
業

「加算」は４種類あります

子育て
世帯

申請年度の末日で 18 歳以下の子や孫と同居
する世帯。妊娠中の方、申請から事業完了ま
でに妊娠された方も対象となります。

転入
世帯

申請時に町外在住者で、工事完了後に町外か
ら転入し、10 年以上継続して居住する意思
を有し、かつ、転居する予定がない世帯

若者
世帯

申請年度の末日で申請者または配偶者のどち
らかが 40 歳未満の世帯

空き家
活用

聖籠町空き家再生支援センター（空き家バン
ク）に登録している空き家



15　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

新型コロナウイルス感染症の感染者等を
対象とした傷病手当金を支給します

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１５）

国民健康保険　後期高齢者医療保険 に加入されている皆さま

 支給対象者（次の１から３の全てに該当する方） 
１　勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱

などの症状があり感染が疑われる方
２　感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その

期間が３日間を超える方
３　労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方（期間中

に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額
よりも少ない場合は、その差額を支給します。）

 支給額 

＝
 １日当たりの支給額 

（直近の継続した３か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数）× 2/3
　　　　　　　　　　　　　　期末勤勉手当（賞与）は除く。

×
 支給対象となる日数 
労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
　　当該期間の初日から３日間で就労を予定していた日数は除く。

※１日あたりの支給額については、健康保険法の規定による標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月
額の 1/30 に相当する金額の 2/3 に相当する金額が上限となります。

 対象期間 
　令和２年１月１日から令和３年９月 30 日までの間で、労務に服することができない
期間（ただし、入院が継続する場合などは最長１年６か月間まで）
※今後の新型コロナウイルスの感染状況によって延長される場合があります。

 手続き・申請場所 
　対象に該当する方は、所定の申請書（４枚。本人が記入するだけでなく、勤め先、療
養にかかった医療機関からも記入いただく必要があります）を、町民課窓口に提出して
ください。
　申請書の用紙は、町民課窓口もしくは町ホームページからダウンロードできますので
ご利用ください。



広報聖籠 R3.7　16日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

国民健康保険に加入している皆さんへ

国民健康保険税の
年税額が確定します

令和３年度

国民健康保険税は世帯ごとに課税されます
国民健康保険では一人ひとりが被保険者ですが、加入は世帯ごとになります。そのため、国民健康保険税
も世帯ごとに決められ、世帯主が納税の義務を負うことになります。国民健康保険税は年度（４月～翌年
３月までの加入期間）ごとに計算してお知らせします。

納税通知書は世帯主あてに届きます
国民健康保険税を納める義務は世帯主となります。そのため、世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療
制度の加入者で、国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に１人でも国民健康保険加入者がいれば、
納税通知書は世帯主に送られます。

　令和２年中の所得が確定したことにともない、令和３年度の国民健康保険
税額が確定します。加入世帯には７月中旬に納税通知書をお送りします。
　国民健康保険税の普通徴収（自主納付および口座振替）の納期は全９期と
なっており、７月末（第１期）から国民健康保険税を納めることになります。
　※月末が祝休日の場合は翌月の直近の平日が納期限となります。

納 付 月

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月

納　
　
期

特別徴収
（年金天引き） 1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期

普通徴収
1 期 2 期 3 期 4 期 5 期 6 期 7 期 8 期 9 期

前年中の所得で算定した年間の国民健康保険税（本算定）

※４月、６月、８月支給年金から国民健康保険税が天引きされる（仮徴収）方は、本算定によって
計算した税額から仮徴収額を引いた額を通知します。



17　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１７）

令和３年度の国民健康保険税率は次のとおりです
 （前年度と変更ありません）
◆医療分・後期高齢者支援金分（年間額）

医療分
および

後期高齢者
支援金分

区分 税率・単価
所得割

（加入者の所得に対して）
１０．８％

（医療分 8.4%・後期高齢者支援金分 2.4%）
資産割

（資産税額に対して） なし

均等割
（加入者一人あたり）

３万６０００円
（医療分 2 万 7000 円・後期高齢者支援金分 9000 円）

平等割
（一世帯あたり）

２万８０００円
（医療分 2 万 1000 円・後期高齢者支援金分 7000 円）

◆介護分（40 歳以上 65 歳未満の介護保険第２号被保険者にかかる分・年間額）

介護分
（40 歳以上 65 歳未満
　の方に課税されます）

区分 税率・単価
所得割

（加入者の所得に対して） １．８％

均等割
（加入者一人あたり） １万４０００円

低所得者に係る保険税軽減が改正されます
　国民健康保険税は、世帯主と国民健康保険加入者の前年中の総所得金額等の合計が基準額以下
の場合、均等割額と平等割額が所得に応じて 2 割・5 割・7 割分軽減されます。このたび、個人
課税所得の見直しにともない、国民健康保険税の「低所得者に係る保険税軽減」が下記のように
見直されました。

■７割軽減
現　行 基礎控除額（33 万円）
改正後 基礎控除額（43 万円）＋ 10 万円 ×（給与所得者等の人数−１）

■５割軽減
現　行 基礎控除額（33 万円）＋ 28.5 万円 ×（被保険者数＋特定同−世帯所属者数）

改正後 基礎控除額（43 万円）＋ 28.5 万円 ×（被保険者数＋特定同−世帯所属者数）
＋ 10 万円 ×（給与所得者等の人数−１）

■２割軽減
現　行 基礎控除額（33 万円）＋ 52 万円 ×（被保険者数＋特定同−世帯所属者数）

改正後 基礎控除額（43 万円）＋ 52 万円 ×（被保険者数＋特定同−世帯所属者数）
＋ 10 万円 ×（給与所得者等の人数−１）

※ 特定同一世帯所属者：国民健康保険に加入したまま、75 歳を迎えることにより後期高齢者医療制度へ移行した方



広報聖籠 R3.7　18日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

　　令和３年度
介護保険料 本徴収のご案内

　本徴収とは、令和３年度の住民税額が確定したことにより、今年度の介護保険料を再度算定し、その決定
額を納付していただくものです。納付月は下記のとおりとなります。

納付月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

普通徴収 － － － １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

特別徴収 １期 － ２期 － ３期 － ４期 － ５期 － ６期 －

　仮徴収期間…前年度の保険料段階をもとに徴収する期間です。
　　　　　　　特別徴収について、4 月・6 月・8 月（１～３期）が該当します。

　本徴収期間…前年の所得をもとに決定した介護保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を徴収する期間
です。普通徴収は7月～3月（１～９期）の全期間、特別徴収は10月・12月・翌年2月 （４
～６期）が該当します。

1．特別徴収（年金からの天引き）について

・介護保険料は、原則として特別徴収で納付していただくこととなっています。

・下記の「特別徴収の対象とならない方」に該当となった場合、年度途中であっても特別徴収から普通
徴収に切り替わる場合があります。その際は、変更した旨が記載された通知書および介護保険料の口
座振替の申込をされていない場合は納付書を同封して送付しますので、ご確認ください。

2．普通徴収（納付書または口座振替による納付）について

・特別徴収の対象とならない方は、普通徴収で納付していただきます。
　（特別徴収の対象とならない方）

◇６５歳になられてから、半年から１年を経過していない方
◇年金の受給額が年額１８万円未満の方
◇年度途中に、本町に転入された方
◇年金を担保に借り入れをされた方
◇年金の種類が変更となられた方　など

　　
※年度途中に転入された方または６５歳となられた方は、原則として半年から１年で特別徴収に切

り替わります。徴収方法が変更となる場合は、事前に通知書を送付しますので必ずご確認くださ
い。また、変更にかかる手続は必要ありません。

　普通徴収の方には、納め忘れを防ぐためにも口座振替による納付をお勧めします。ご希望の方
は、役場町民課へお問い合わせください。申込された月の翌月末から口座振替が開始されます。
また、すでに他税目で口座振替の申込をされている場合でも、「介護保険料」として新たに申込
む必要がございますので、ご注意ください。

65歳
以上の方へ



19　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

3．令和３年度介護保険料について

　高齢化が進む今日、介護保険の重要性はますます高まっています。今後とも介護保険制度に対する皆
さまのご理解とご協力をお願いします。

段 階
令和３年度

対 象 者 保 険 料

第１段階

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市町村民税非課税の方
●世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が 80 万円以下の方

2 万 3760 円

第２段階
●世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と

その他の合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下
の方

3 万 9600 円

第３段階 ●世帯全員が市町村民税非課税で、前年の課税年金収入額と
その他の合計所得金額の合計が 120 万円超の方

5 万 5440 円

第４段階
●本人が市町村民税非課税かつ世帯内に市町村民税課税者が

いる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額
の合計が 80 万円以下の方

7 万 1280 円

第５段階
（基準額）

●本人が市町村民税非課税かつ世帯内に市町村民税課税者が
いる方で、前年の課税年金収入額とその他の合計所得金額
の合計が 80 万円超の方

7 万 9200 円

第６段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万
円未満の方

9 万 5040 円

第７段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 120 万
円以上 210 万円未満の方

10万2960 円

第８段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 210 万
円以上 320 万円未満の方

11万8800 円

第９段階 ●本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が 320 万
円以上の方

13万4640 円

※「合計所得金額」とは、介護保険関係法令で規定されるもののことをいいます。
※「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金収入に係る雑所得を差し引いた額となります。

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１６）



広報聖籠 R3.7　20日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

１　保険証の更新について

（1）８月１日から保険証が変わります（新しい保険証は桃
4

色
4

です。）

新保険証
（桃色）

8/1から有効

旧保険証
（ベージュ色）

7/31まで有効 ７月中旬に郵送

　現在お使いの後期高齢者医療制度の保険証は、７月 31 日で有効期限が切れますので、８月１日からは新し
い保険証をお使いいただくことになります。（申請手続きは不要です。）
　新しい保険証は、７月中旬に送付いたします。８月になっても保険証が届かなかったり、保険証の記載事項
に誤りがあったりした場合は、役場町民課保険係までご連絡ください。

（２）医療費の自己負担割合について
　毎年、同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の前年中の所得に応じて、医療費の自己負担割合を判定し
ています。今月お送りする新しい保険証に記載されている自己負担割合（１割または３割）は、８月１日から
適用となる医療費の自己負担割合です。

① １割負担となる方

　同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が１４５万円以上の
所得者がいない方
　住民税課税所得が 145 万円以上の被保険者がいる場合でも、同一世帯に昭和 20 年 1 月 2 日以降生まれ
の被保険者がおり、被保険者全員の旧ただし書き所得※の合計額が 210 万円以下の場合は、1 割負担です。
　※旧ただし書き所得＝総所得金額等から基礎控除を引いた額

② ３割負担（現役並み所得者）となる方

　同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者の中に、住民税課税所得が１４５万円以上の
所得者がいる方
　住民税課税所得が 145 万円以上の被保険者がいる場合でも、下記に該当する方は申請により１割負担と
なります。
［同一世帯に被保険者が１人の場合］

その方の収入の合計金額が 383 万円未満（または、その方の収入と同一世帯の 70 ～ 74 歳の方全員
の収入の合計金額が 520 万円未満）

［同一世帯に被保険者が複数いる場合］
被保険者全員の収入の合計金額が 520 万円未満

保険証の一斉更新と保険料額のお知らせ

後期高齢者医療制度にご加入の皆さまへ



21　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

２　年間保険料の決まり方

３　納め方（市町村から郵送される保険料通知を必ずご確認ください。）

（1）保険料額の計算方法
○『均等割額』＋『所得割額』が年間保険料額となります。（賦課限度額は 64 万円）
　　【均等割額】１人あたり年間４万 400 円となります。
　　【所得割額】令和２年中の総所得金額等をもとに算定します。
　　　　　　　 所得割額 ＝［ 令和２年中の総所得金額等 － 基礎控除 ］　×　7.84％

（２）保険料の軽減制度（申請手続きは不要です）
  ① 令和２年中の所得の状況に応じた軽減

　保険料の均等割額が世帯の所得状況に応じて、７割、５割、２割軽減されます。
※世代間の医療費負担の公平などを図る観点から、今まで特例で 7.75 割軽減の対象だった方は７割軽減に変

更となります。

  ② 制度加入前日において会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方への軽減
　制度加入前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者で
あった方は、制度加入時から２年間のみ「均等割額」が５割軽減されます。また、「所得割額」はかかりません。

（市町村国保、国保組合などは対象となりません。）

令和３年度の保険料の納付方法・納付時期
（１）４月の年金から既に納めていただいている方 ≪特別徴収≫

４月 ６月 ８月 10 月 12 月 ２月

年　金 年　金 年　金 年　金 年　金 年　金

　 ４・６・８月の納付額・・・令和３年度の年間保険料額が確定していないため、仮に算定された保険料額を
納めていただきます。

　10・12・２月の納付額・・・確定した年間保険料額から、４・６・８月の納付額を差し引いた残額を 10・
12・２月の年金から納めていただきます。

（２）７月から納付書または口座振替で納めていただく方  ≪普通徴収≫
４～６月 ７～３月

納 付 な し 納 付 書　 または 　口 座 振 替

確定した年間保険料額を、令和３年７月～令和４年３月の年 9 回に分けて納めていただきます。
月々納めていただく保険料額は、通知書に記載されていますので、ご確認ください。

※ 手続きをして口座振替に変更することができます。
　 口座振替を希望される場合は、次の金融機関窓口で手続きをしてください。

口座振替取扱い金融機関 【手続きに必要なもの】
　振替口座の預金通帳
　通帳のお届け印

＊手続きをされた翌月末から口座振替
が開始されます。

○北越後農業協同組合　○新潟縣信用組合
○第四北越銀行　　　　○大光銀行
○新発田信用金庫　　　○新潟県労働金庫
○きらやか銀行　　　　○ゆうちょ銀行

お問い合わせ　役場町民課　保険係（内線１１５）

仮　徴　収 本　徴　収



広報聖籠 R3.7　22日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

林地開発を検討する場合は事前に確認を

役場産業観光課　地域振興係（内線１２２）

　町では、松くい虫による被害拡大を防ぐため、県で定める高度公益機能森林と町で定める地区保全森林を対象
として、国および新潟県の補助金【民有林造林事業（衛生伐）】を活用し、森林保全に努めています。
　この補助金を受けて実施した森林では、事業完了後の翌年度から起算して５年間開発が行えないこととなって
います。
　開発を検討している場合は事前に役場産業観光課に確認してください。

民有林造林事業（衛生伐）施業地

 高度公益機能森林
 地区保全森林（令和７年度末まで開発を行えません）



23　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

旧臨海西公園・旧医師住宅の売払いについて

お問い合わせ　役場総務課　総務管理係（内線２２３）

　旧臨海西公園・旧医師住宅の売払いについて、売払方法などを決定しましたのでお知らせします。
　なお、売払方法や日程、参加申込書等は、町ホームページに掲載するほか、役場総務課窓口にて配布していま
す。ご興味のある方は下記担当までお問合せください。

旧臨海西公園　売払概要

売 払 方 法 制限付き一般競争入札

対 象 者
　当該土地での施設建設計画を持つ者。
　ただし、その計画が当該土地に係る法令による用途規制に適合し、かつ、新潟東港の今後
の発展に寄与すると町が認める場合に限ります。
（第三者への譲渡や貸付けについて、制限を設けます。）

最低売却価格 １億９７００万円

そ の 他

・入札への参加について、事前審査を行います。
・現状有姿での引渡しとなります。
（管理事務所棟・展望台などの構築物・立木なども現状のまま引渡しとなります。）

・土地売却代金のほか、購入や登記などに係る諸経費は、購入者にご負担いただきます。
・その他、入札に係る条件や物件の詳細などについては、別にお知らせする入札案内にてご

確認をお願いします。

旧医師住宅　売払概要

所 在 地 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山１１２１番地１
土 地 面 積 ５１０．２７㎡（登記） 建物（居宅）間取り ４ＬＤＫ
建 物 面 積 居宅１３７．４５㎡　車庫３４．７８㎡（登記）
建 築 年 月 平成１８年３月竣工（その後のリフォーム等は行っていません。）
売 払 方 法 購入を希望される方を公募し、抽選にて売払い先を選定します。

売払対象者 当該建物に居住する予定の個人の方。
（第三者への譲渡や貸付けについては、制限を設けます。）

売 払 価 格 １４７７万円（消費税相当額込み）

そ の 他
・現状有姿での引渡しとなります。
・土地建物売却代金のほか、購入や登記などに係る諸経費は、購入者にご負担いただきます。
・その他、売払いに係る条件や物件の詳細などについては、別にお知らせする売払案内にて

ご確認をお願いします。

地番 新潟県北蒲原郡聖籠町東港一丁目
１６０番１４、１番２０６　　　

面積（登記） １９，６１５㎡

用途地域
（都市計画法） 工業地域 港湾計画

（県条例） 工業港区



広報聖籠 R3.7　24日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

男女共同参画通信
vol.31

知っていますか？DVのこと。知っていますか？DVのこと。
一人で悩まず、助けを求めましょ一人で悩まず、助けを求めましょうう

　新型コロナウイルスに伴う生活不安やスト
レスにより、配偶者などからの暴力（ＤＶ）
の増加や深刻化が懸念されています。
　ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは、
配偶者や恋人など親密な関係にある者また
はあった者から振るわれる暴力のことで、男
性から女性に対する暴力だけでなく、男性
が被害者となる場合もあります。
　殴る・蹴るなどの体を傷つけることだけで
なく、強い束縛で恐怖心を与えたり、心を
傷つけたりすることなども暴力にあたります。

例えば・・・
□バカにする、無視する、大声で怒鳴る
□友人や親戚との付き合いを制限する
□電話やメールの履歴を勝手にチェックする
□殴る、蹴る、物を投げつける
□性的な行為を強要される
□生活費を渡さない、金銭的自由を与えない
　配偶者などからの暴力（ＤＶ）で不安を感
じたら、一人で悩まず、相談窓口に相談し
てください。また、周りで被害に困っている
方いる場合には、ぜひこの情報を共有して
いただき、一人でも多くの方が相談・支援
につながることができるようご協力をお願い
します。

【女性の人権・男女共同参画に関連する
主な相談窓口】

主な相談内容 窓　口

・配偶者からの暴力
ＤＶ相談ナビ＋（プラス）
☎ 0120−279−889
ＳＮＳ相談、メール相談対
応可

・男女共同参画、人
間関係

・体と心の健康や生
き方

新潟県男女平等推進相談室
☎ 025−285−6605

・夫等からの暴力
（ＤＶ）

・虐待や売春強要
・女性の保護や福祉

に関する問題

新潟県女性福祉相談所
☎ 025−381−1111

・性犯罪被害などの
悩み

・程度に関わらず相
談を

新潟県警本部 女性被害
110 番
☎ 025−281−7890

役場総務課　総務管理係
　　　　　　　（内線２２５）

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世代
の雇用動向は悪化しており、失業や収入減少の中で子育ての負担
も担わなければならない低所得の子育て世帯では、心身とも特に
大きな困難を抱えています。
　そこで、子育て世帯の支援のため、このたび特別給付金の支給
を実施することとなりました。
　なお、支給にあたっては、ひとり親世帯とその他世帯とで申
請・支給方法が異なりますのでご注意ください。

〇ひとり親世帯分  
【広報せいろう６月一般号】でご案内のとおりです。

〇その他世帯分　
【対象者】

ひとり親世帯分支給者以外で、次の①・②の両方に当てはまる方
①令和３年３月 31 日時点で 18 歳未満の児童（特別児童扶養

手当対象児童の場合 20 歳未満）を養育する方（※令和４年
２月末までに生まれた新生児等も対象になります）

②令和３年度住民税均等割非課税の方
※税の未申告の方は対象となりませんので申告をお願いします。
または
令和３年１月以降の収入が急変し、令和３年度住民税均等割
非課税の方と同様の事情にあると認められる方（家計急変者）

【支給手続き】申請が不要な場合と必要な場合があります。
●申請不要で支給される方（対象者には７月上旬頃にご案内を

お送りします）
令和３年度住民税非課税の方で、令和３年４月分児童手当（公
務員受給者を除く）・特別児童扶養手当受給の方

●申請必要な方
申請期間中に役場３階子ども教育課で申請してください。

【申請必要な方の例】
・中学校修了後の児童のみを養育する方（特別児童扶養手当

受給の方を除く）
・所属庁から児童手当を受給している公務員の方
・家計急変により支給対象となる方

【支給金額】児童１人当たり一律５万円
【申請期間】７月21日（水）から令和４年２月28日（月）まで
【支 給 日】申請不要の方　７月 20 日（火）
　　　　　　　　　　　　　（新生児分は確認後随時）
　　　　　　申請必要な方　申請内容確認後随時
　　　　　　※聖籠町から認定・支給されます。

厚生労働省　コールセンター
　☎ 0120－400－903（受付時間　平日午前９時～午後６時）
　新潟県子ども家庭課　家庭福祉係　☎ 025－280－5216
　聖籠町子ども教育課　子ども・子育て支援係（内線３０７）
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住
宅
に
植
え
た
生
け
垣
や
個
人
の

所
有
す
る
山
林
の
樹
木
な
ど
が
、
境

界
を
超
え
て
道
路
に
は
み
出
し
て
い

る
と
交
通
事
故
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
強
風
や
降
雪
な
ど
に
よ
り

樹
木
な
ど
が
道
路
へ
倒
れ
る
と
、
交

通
の
支
障
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

歩
行
者
や
通
行
車
両
と
の
事
故
に
つ

な
が
り
ま
す
。

　

所
有
す
る
土
地
の
樹
木
な
ど
が
通

行
に
支
障
と
な
っ
た
り
、
そ
の
恐
れ

が
あ
る
場
合
は
、
剪
定
や
伐
採
を
お

願
い
し
ま
す
。

樹
木
な
ど
の
所
有
者
が

�

賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と

�

が
あ
り
ま
す

　

個
人
宅
の
庭
木
や
生
け
垣
、
沿
道

の
山
林
の
樹
木
な
ど
の
倒
木
や
張
り

出
し
た
枝
の
落
下
な
ど
に
よ
り
、
歩

行
者
や
車
両
が
損
傷
す
る
事
故
が
発

生
し
た
場
合
は
、
法
律
に
よ
り
そ
の

所
有
者
が
賠
償
責
任
を
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

事
故
防
止
の
た
め
に
も
、
事
前
に

危
険
を
及
ぼ
す
も
の
が
な
い
か
を
確

認
し
、
所
有
者
で
対
処
し
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

樹
木
な
ど
の
適
切
な
管
理
を

�

お
願
い
し
ま
す

　

道
路
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
で
支
障
の

あ
る
樹
木
な
ど
を
確
認
し
た
際
は
、

地
元
集
落
区
長
を
通
じ
て
所
有
者
の

方
に
剪
定
や
伐
採
を
お
願
い
し
ま
す

の
で
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

道
路
や
歩
道
に
は
み
出
し
た
樹
木

な
ど
は
、
危
険
を
及
ぼ
す
状
態
で
も
、

勝
手
に
町
で
伐
採
で
き
ま
せ
ん
が
、

倒
木
な
ど
に
よ
り
道
路
の
通
行
に
支

障
が
あ
る
場
合
は
、
連
絡
な
く
伐
採

し
ま
す
の
で
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。　

役
場
ふ
る
さ
と
整
備
課

工
務
管
理
係
（
内
線
２
３
３
）

道
路
に
は
み
出
し
た
樹
木
な
ど
の
剪
定
・

伐
採
の
お
願
い

役
場
で
地
籍
図
を
閲
覧
す
る
皆
様
へ

令
和
４
年
４
月
か
ら
地
籍

図
閲
覧
（
交
付
）
方
法
を

変
更
し
ま
す

　

令
和
４
年
４
月
１
日
よ
り
地
籍
図

の
電
子
化
に
伴
い
、
今
ま
で
の
図
面

コ
ピ
ー
で
の
閲
覧
を
終
了
し
、
シ
ス

テ
ム
か
ら
印
刷
し
た
も
の
を
閲
覧
す

る
こ
と
に
変
更
し
ま
す
。

　

印
刷
範
囲
な
ど
は
閲
覧
者
の
希
望

に
対
応
し
ま
す
。

　

閲
覧
に
は
閲
覧
手
数
料
や
コ
ピ
ー

料
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
町
が
発
行
す
る
地
籍
図
は
土
地
の

位
置
や
形
状
の
概
略
を
示
す
も
の

で
す
の
で
、
距
離
や
面
積
を
算

定
、
地
権
者
間
の
境
界
確
認
に
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

役
場
税
務
課　
税
務
係

（
内
線
１
４
０
）

町
の
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン

検
診
を
受
診
さ
れ
た
方
へ

　

５
月
10
日
（
月
）
～
23
日
（
日
）

に
実
施
し
た
胸
部
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
診

の
結
果
、
異
常
の
あ
っ
た
方
に
は
ご

連
絡
し
ま
し
た
。

　

連
絡
の
無
か
っ
た
方
は
異
常
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

保
健
福
祉
課
（
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
地
域
保
健
係

☎
２
７
‐
６
５
１
１

～
献
血
は
、
最
も
身
近
な

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
～

「
愛
の
血
液
助
け
合
い
運
動
」

　

７
月
1
日
か
ら
７
月
31
日
ま
で
の

１
か
月
間
、
全
国
一
斉
に
「
愛
の
血

液
助
け
合
い
運
動
」
が
展
開
さ
れ
ま

す
。

　

少
子
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
輸

血
を
必
要
と
す
る
高
齢
者
が
増
加
す

る
一
方
で
、
若
者
を
中
心
と
す
る
献

血
可
能
人
口
が
減
少
し
、
輸
血
用
血

液
不
足
が
大
変
心
配
さ
れ
て
い
ま

す
。
将
来
に
わ
た
っ
て
、
い
つ
で
も

安
心
で
安
全
な
輸
血
用
血
液
を
確
実

に
お
届
け
で
き
る
よ
う
、
皆
さ
ん
の

献
血
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

保
健
福
祉
課
（
町
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
内
）
健
康
推
進
係

☎
２
７
‐
６
５
１
１

適
職
を
探
そ
う
！

一
般
職
業
適
性
検
査
を

　
　
　
　
　
実
施
し
ま
す

　

職
種
選
択
に
お
悩
み
の
方
を
対
象

に
、職
業
適
性
の
検
査
を
行
い
ま
す
。

筆
記
検
査
に
よ
り
７
種
の
能
力
の
測

定
を
行
い
ま
す
。
後
日
、
個
別
に
結

果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
も
行
っ
て
い

ま
す
。

15
～
49
歳
で
就
業
し
て
い
な
い
方

（
要
申
込
） 

定
員
８
名

７
月
15
日
（
木
）

午
後
２
時
～
午
後
４
時

聖
籠
町
立
図
書
館　

会
議
室

　

適
性
検
査
以
外
に
も
15
～
49
歳
で

就
業
し
て
い
な
い
方
を
対
象
に
、
就

職
に
つ
い
て
の
個
別
相
談
を
行
っ
て

い
ま
す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
。

・

下
越
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
２
５
４
‐
２
８
‐
８
７
３
５

電
話
受
付
時
間　

平
日
午
前
10
時

～
午
後
５
時
ま
で
（
第
２
金
曜
日

は
休
館
日
）
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こんな仕事をしています。やってみませんか？
～ 保護司、人権擁護委員 ～

　どちらも無報酬ですが、複雑化する社会の中でますます必要とされています。近隣市町村でも多くの方々がやり
がいを感じながら誇りをもって活動に励んでいます。活動に参加してみませんか？お気軽にお問い合わせください。

役場町民課　町民サービス係（内線１１２）

≪　保 護 司　≫
◎法務大臣から委嘱を受けた非常勤の国家公務員で、

任期は２年（再任可）です。聖籠町で現在３名活動
されています。

◎犯罪や非行を犯してしまった人は、法の処分を受け
た後は社会に復帰して生活を送ります。その人たち
に寄り添い、過ちを繰り返さないよう立ち直りを支
援しています。

◎活動は保護司会（聖籠町は「新発田阿賀北地区保
護司会」）に所属し、面接や相談などを行います。

◎報酬はありませんが、活動内容に応じて実費が支
給されます。

≪　人 権 擁 護 委 員　≫
◎法務大臣から委嘱される民間の方々で、人権（す

べての人が生まれながらに持っている、人間らしく
生きていく権利）が大切であることを知ってもらう
ための活動をしています。任期は３年（再任可）で、
聖籠町で現在３名活動されています。

◎活動はこども園、小・中学校での人権教室や、地
域のイベント時の啓発活動、人権相談などを行って
います。

◎地域の協議会（聖籠町は「新発田・村上地域人権
啓発活動ネットワーク協議会」に所属します。）

◎報酬はありませんが、活動内容に応じて実費が支
給されます。

　
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
町
政

ポ
ス
ト
に
投
稿
の
あ
っ
た
町
政

に
対
す
る
ご
意
見
、
ご
質
問
と

そ
れ
に
対
す
る
回
答
を
紹
介
し

ま
す
。

　
投
稿
者
は
年
代
と
性
別
だ
け

表
示
し
ま
す
。

　
町
政
ポ
ス
ト
は
が
き
や
Ｅ
メ

ー
ル
で
ご
投
稿
い
た
だ
い
た
ご

意
見
・
ご
質
問
を
広
報
に
て
紹

介
し
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
投
稿
者
や
第
三
者
の

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
害
す
る
恐
れ

が
あ
る
場
合
な
ど
、
投
稿
と
回

答
の
内
容
に
よ
っ
て
は
掲
載
し

な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

役
場
総
務
課

　
広
報
広
聴
係（
内
線
２
２
４
）

町
政
ポ
ス
ト

Ｑ
＆
Ａ

27

差出有効期間
令和５年５月
３１日まで

ＱＡ コ
ン
ビ
ニ
で
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
で
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
ほ
し

い
。

　
住
民
票
な
ど
簡
単
に
発
行
で
き
る

の
で
、
ぜ
ひ
導
入
の
方
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
。

 

（
30
代
／
男
性
）

町
か
ら
の
回
答

�

（
担
当
　
町
民
課
）

　　
ご
提
案
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
よ
る
コ

ン
ビ
ニ
で
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
（
住
民

票
の
発
行
等
）
に
つ
い
て
は
、
利
用

者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
う
え

で
、
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
に
は
、
多
額
の
導
入
費
用
、
運
用

費
用
に
係
る
課
題
が
あ
り
、
費
用
対

効
果
を
考
え
る
と
現
時
点
で
は
導
入

は
難
し
い
も
の
と
考
え
て
お
り
ま

す
。

　
な
お
、
役
場
の
開
庁
時
間
内
に
お

い
で
に
な
る
の
が
困
難
な
場
合
は
、

延
長
窓
口
（
毎
月
第
２
土
曜
日
の
９

時
か
ら
正
午
ま
で
と
、
第
４
水
曜
日

の
夜
８
時
ま
で
）
を
ご
利
用
さ
れ
る

よ
う
ご
理
解
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。
な
お
、
延
長
窓
口
は
町
民
課
の

み
行
っ
て
お
り
ま
す
。

【
延
長
窓
口
で
行
っ
て
い
る
こ
と
】

・
住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
の
発
行

・
印
鑑
登
録
、
印
鑑
証
明
の
発
行

（「
印
鑑
登
録
証
」
が
必
要
で

す
。）

・
パ
ス
ポ
ー
ト
の
受
け
取
り
（
申

請
は
で
き
ま
せ
ん
。）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
受
け

取
り
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ト
ッ
プ
チ
ー
ム

Ｆ
Ｃ
琉
球
戦
の
試
合
会
場
で

聖
籠
町
を
Ｐ
Ｒ
！

　

５
月
30
日
（
日
）、今
シ
ー
ズ
ン
最

多
と
な
る
入
場
者
数
１
万
４
７
５
９

人
を
記
録
し
た
２
０
２
１
明
治
安
田

生
命
Ｊ
２
リ
ー
グ
第
16
節
Ｆ
Ｃ
琉
球

戦
。
対
戦
時
、
同
じ
勝
点
で
並
ん
だ

２
位
新
潟
と
３
位
琉
球
と
の
対
戦
。

前
半
28
分
に
先
制
を
許
し
ま
し
た

が
、
わ
ず
か
１
分
後
、
Ｍ
Ｆ
高
木
善

朗
選
手
の
技
あ
り
ゴ
ー
ル
で
同
点
に

追
い
つ
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
後
半
、

Ｍ
Ｆ
高
宇
洋
選
手
が
前
線
で
ボ
ー
ル

を
奪
い
、
Ｆ
Ｗ
鈴
木
孝
司
選
手
と

の
ワ
ン
ツ
ー
で
ゴ
ー
ル
前
に
進
入
。

粘
っ
て
ボ
ー
ル
を
つ
な
ぐ
と
、
Ｆ
Ｗ

谷
口
海
斗
選
手
が
押
し
込
ん
で
逆
転

に
成
功
し
、
２
対
１
で
勝
利
し
ま
し

た
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
取
り
組
ん
で
い

る
「
市
町
村
デ
ー
」
は
、
リ
ー
グ
戦

の
各
試
合
で
試
合
会
場
で
の
各
市
町

村
の
Ｐ
Ｒ
機
会
が
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
Ｐ
Ｒ
ブ
ー
ス
の
一
角
に
は
聖
籠

町
の
観
光
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
設
置
さ

れ
、
ブ
ー
ス
を
訪
れ
た
多
く
の
方
に

お
持
ち
帰
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、
キ
ッ
ク
オ
フ
約
１
時
間
前

に
は
、
場
内
大
型
映
像
装
置
で
ぶ
ど

う
狩
り
の
様
子
な
ど
を
撮
影
し
た
聖

籠
町
の
観
光
Ｐ
Ｒ
動
画
を
放
映
。
ご

来
場
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
聖
籠
町

の
魅
力
を
Ｐ
Ｒ
し
ま
し
た
。

　

今
シ
ー
ズ
ン
か
ら
の
新
た
な
取
り

組
み
「
市
町
村
デ
ー
」。
ご
来
場
の

皆
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
く
だ
け
で
な

く
、
各
市
町
村
の
皆
様
に
と
っ
て
も

喜
ん
で
い
た
だ
け
る
機
会
に
す
る
た

め
、
今
後
の
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
で
も
継

続
し
て
実
施
を
予
定
し
て
お
り
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン

ス
タ
ジ
ア
ム
に
お
越
し
い
た
だ
い
た

際
は
、
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
ア
ル

ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
で
は
、
今
後
も
聖

籠
町
を
は
じ
め
、
新
潟
県
内
ホ
ー
ム

タ
ウ
ン
各
市
町
村
と
の
結
び
つ
き
を

強
く
し
て
い
く
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

取
り
組
み
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

レ
デ
ィ
ー
ス

Ｗ
Ｅ
リ
ー
グ
プ
レ
シ
ー
ズ
ン
マ
ッ
チ

３
勝
１
敗
で
終
了

　

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
レ
デ
ィ
ー

ス
は
５
月
22
日
（
土
）
に
ビ
ッ
グ
ス

ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
で
ち
ふ
れ
Ａ
Ｓ
エ

ル
フ
ェ
ン
埼
玉
と
対
戦
し
ま
し
た
。

メ
ン
バ
ー
に
は
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
選
手

も
名
を
連
ね
、
浦
川
璃
子
選
手
、
武

田
あ
す
み
選
手
が
先
発
し
、
新
加
入

選
手
の
山
本
結
菜
選
手
も
ベ
ン
チ
入

り
し
ま
し
た
。

　

試
合
は
新
潟
が
積
極
的
に
攻
撃
を

仕
掛
け
、
自
分
た
ち
の
ペ
ー
ス
で
試

合
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

27
分
に
滝
川
結
女
選
手
が
打
っ
た

シ
ュ
ー
ト
の
こ
ぼ
れ
球
を
道
上
彩
花

選
手
が
押
し
込
み
先
制
点
。
35
分
に

１
点
返
さ
れ
る
も
、
57
分
に
再
び
道

上
選
手
が
園
田
瑞
貴
選
手
か
ら
の
ク

ロ
ス
を
冷
静
に
決
め
逆
転
、
そ
の
後

も
勢
い
は
止
ま
ら
ず
、
59
分
に
途
中

出
場
の
児
野
楓
香
選
手
が
ヘ
デ
ィ
ン

グ
で
シ
ュ
ー
ト
を
決
め
、
３
‐
１
で

勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

４
連
勝
目
前
と
し
た
中
、
続
く
30

日
（
日
）
は
、
ア
ウ
ェ
イ
で
日
テ

レ
・
東
京
ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ベ
レ
ー
ザ
と

対
戦
し
ま
し
た
。
試
合
は
、
相
手
の

流
動
的
に
変
化
す
る
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン

グ
に
苦
戦
し
、
攻
め
込
ま
れ
る
展
開

が
続
き
ま
す
。
新
潟
も
い
く
つ
か

チ
ャ
ン
ス
を
つ
く
る
も
決
め
き
れ

ず
、
37
分
に
先
制
点
を
決
め
ら
れ
、

そ
の
５
分
後
に
は
追
加
点
を
許
し
０

‐
２
に
。
後
半
も
自
分
た
ち
の
ペ
ー

ス
に
持
っ
て
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、

57
分
と
65
分
に
失
点
を
重
ね
て
し
ま

い
ま
す
。
結
果
は
０
‐
４
と
な
り
、

全
体
と
し
て
は
３
勝
１
敗
で
プ
レ

シ
ー
ズ
ン
マ
ッ
チ
を
終
え
ま
し
た
。

　

初
の
黒
星
と
な
り
ま
し
た
が
、
村

松
大
介
監
督
、
川
村
優
理
選
手
は

「
負
け
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で

の
練
習
で
や
っ
て
き
た
こ
と
は
出
せ

て
い
た
。
あ
と
は
開
幕
ま
で
に
修
正

す
る
べ
き
と
こ
ろ
を
詰
め
て
い
け
れ

ば
」
と
話
し
ま
し
た
。
決
し
て
今
回

の
負
け
は
無
駄
で
は
な
く
、
９
月
の

開
幕
へ
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
前

向
き
に
捉
え
て
い
ま
し
た
。

　

プ
レ
シ
ー
ズ
ン
マ
ッ
チ
４
試
合
を

終
え
、
チ
ー
ム
と
し
て
も
個
人
と
し

て
も
良
か
っ
た
点
や
改
善
点
な
ど
を

再
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

９
月
の
開
幕
へ
向
け
、
よ
り
成
長
し

た
姿
を
お
見
せ
で
き
る
よ
う
引
き
続

き
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん
で
ま
い
り

ま
す
の
で
、
温
か
い
ご
声
援
の
ほ
ど

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

７
月
の
試
合
予
定

 

※
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
の
み
掲
載

〈
明
治
安
田
生
命
Ｊ
２
リ
ー
グ
〉

第
22
節　

７
月
11
日
（
日
）

vs
栃
木
Ｓ
Ｃ

午
後
６
時
キ
ッ
ク
オ
フ

デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム

アルビレックス
新潟情報!!

アルビレックスアルビレックス
新潟情報!!新潟情報!!



広報聖籠 R3.7　28日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

写真提供／
㈱アルビレックス新潟

■応募方法・締切
⑴パソコン・スマホからお申し込み／応募

期限　①７月 10 日（土）②８月８日（日）正午まで
二次元コードから申込サイトへアクセスし、必要事項をご入力ください。

⑵往復ハガキの場合／応募期限　① 7 月 2 日（金）② 7 月30日（金）必着
往復ハガキの往信裏面に［1］住所［2］お名前［3］生年月日［4］電話番
号［5］メールアドレス（お持ちの方）［6］観戦希望試合とチケットの希望
枚数（2枚まで） を記載し、返信用表面に返信先（ご自分）の住所・氏名
をご記入の上、ご郵送ください。

（※宛先  〒950-0933 新潟市中央区清五郎 67-12　デンカビッグスワン
スタジアム内　アルビレックス新潟後援会「試合観戦ご招待」係）

アルビレックス新潟後援会　☎０２５－２５７－０１５０

■対象試合　①７月 11 日（日）午後６時キックオフ　栃木 SC 戦
②８月９日（月・振）午後６時キックオフ　大宮アルディージャ戦

■会　　場　デンカビッグスワンスタジアム
■席　　種　W2 指定席、W1 サイドゾーン自由席、E1 サイド

ゾーン自由席のいずれか

表 裏

切手

7/11
栃木
・
8/9
大宮

デ
ン
カ
ビ
ッ
グ
ス
ワ
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
内

［1］〒９５７-△△△△
北蒲原郡聖籠町○○

○-○-○

［2］後援  花子

［3］〇年〇月〇日生まれ

［4］0254-○○-△△△△

［5］メールアドレス（お持ちの方）

［6］7/11 栃木戦・8/9 大宮戦
希望枚数（2枚まで）

9 5 0 0 9 3 3
新
潟
市
中
央
区
清
五
郎
67

−

12

ア
ル
ビ
レ
ッ
ク
ス
新
潟
後
援
会

「
試
合
観
戦
ご
招
待
」係  

行

〔はがき記入例〕

聖籠町の皆様をアルビレックス新潟の試合に無料ご招待

8/9 大宮戦7/11 栃木戦

【
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
】

　

５
月
16
日
に
、
Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ

カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
て
北

信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
（
以
下

Ｈ
Ｆ
Ｌ
）
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
を
行
い
ま

し
た
。

　

Ｈ
Ｆ
Ｌ
２
部
に
所
属
す
る
Ｃ
Ｕ
Ｐ

Ｓ
聖
籠
は
、
相
手
に
長
岡
ビ
ル
ボ
ー

ド
Ｆ
Ｃ
を
迎
え
ま
す
。
前
半
か
ら
相

手
の
猛
攻
に
あ
い
、
思
う
よ
う
な
攻

撃
が
で
き
ず
、
我
慢
の
時
間
が
続
き

ま
す
。
後
半
に
入
る
と
相
手
に
先
制

点
を
決
め
ら
れ
、
０
対
２
で
敗
れ
ま

し
た
。

　

Ｈ
Ｆ
Ｌ
１
部
に
所
属
す
る
Ｊ
Ａ
Ｐ

Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
は
新
潟
医

療
福
祉
大
学
Ｆ
Ｃ
と
対
戦
し
ま
し

た
。
試
合
開
始
５
分
、
相
手
に
先
制

点
を
許
し
、
前
半
37
分
に
追
加
点
を

与
え
て
し
ま
い
、
０
対
２
で
前
半
を

終
え
ま
し
た
。
し
か
し
、後
半
61
分
、

背
番
号
７
番
木
藤
舜
介
選
手
の
ヘ

デ
ィ
ン
グ
シ
ュ
ー
ト
が
決
ま
り
、
１

点
を
返
し
ま
す
。
追
加
点
を
狙
い
ま

す
が
、
相
手
に
Ｐ
Ｋ
を
献
上
し
て
し

ま
い
、
そ
れ
を
決
め
ら
れ
、
結
果
１

対
３
で
試
合
を
終
え
、
敗
戦
と
な
り

ま
し
た
。

　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
、

Ｃ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
聖
籠
と
も
に
悔
い
の
残
る

試
合
と
な
り
ま
し
た
が
、
次
節
に
向

け
て
準
備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

【
ホ
ー
ム
ゲ
ー
ム
情
報
】

〇
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
１
部

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ

＊
第
９
節 

7
月
４
日
（
日
）

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

VS
富
山
新
庄
ク
ラ
ブ

〇
北
信
越
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
リ
ー
グ
２
部

Ｃ
Ｕ
Ｐ
Ｓ
聖
籠

＊
第
８
節 

７
月
18
日
（
日
）

午
後
２
時
キ
ッ
ク
オ
フ

VS
Ｎ
ａ
ｇ
ａ
ｏ
ｋ
ａ 

Ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｌ
ｏ

【
ち
び
っ
こ
ミ
ニ
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ
ス
タ
】

　

皆
さ
ん
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー
ク

を
ど
う
過
ご
さ
れ
ま
し
た
か
？
私
た

ち
は
、
５
月
２
日
、
３
日
に
「
新
潟

聖
籠
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
ア
ル
ビ
レ
ッ

ジ
」
で
開
催
さ
れ
た
「
第
28
回
Ｔ
ｅ

Ｎ
Ｙ
ち
び
っ
こ
ミ
ニ
サ
ッ
カ
ー
フ
ェ

ス
タ
Ｕ
―
10
」
の
運
営
を
し
ま
し

た
。
こ
の
大
会
は
、
新
潟
県
の
小
学

４
年
生
以
下
の
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
約

80
チ
ー
ム
を
対
象
と
し
た
サ
ッ
カ
ー

大
会
で
す
。

　

私
た
ち
は
、
ま
ず
初
め
に
会
場
設

営
を
行
い
ま
し
た
。
参
加
学
生
全
員

で
協
力
し
な
が
ら
、
８
面
も
の
コ
ー

ト
を
設
営
し
ま
し
た
。
会
場
設
営
が

終
わ
っ
た
頃
に
、
新
潟
県
の
各
所
か

ら
チ
ー
ム
が
集
ま
っ
て
き
ま
し
た
。

チ
ー
ム
の
受
付
を
行
い
ウ
ォ
ー
ミ
ン

グ
ア
ッ
プ
が
終
了
す
る
と
、
い
よ
い

よ
試
合
開
始
で
す
。
１
チ
ー
ム
４
試

合
行
う
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

中
、
私
た
ち
も
会
場
の
管
理
、
勝
敗

の
集
計
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
速
報
と
た
く

さ
ん
の
業
務
を
こ
な
し
て
い
き
ま
し

た
。
１
日
を
振
り
返
り
大
変
な
こ
と

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
が
、
必
死

に
ボ
ー
ル
を
追
い
か
け
る
子
ど
も
た

ち
や
、
そ
の
姿

を
応
援
す
る
親

御
さ
ん
な
ど
た

く
さ
ん
の
方
に

楽
し
ん
で
い
た

だ
き
ま
し
た
。

今
後
も
老
若
男

女
楽
し
め
る
イ

ベ
ン
ト
の
運
営

に
携
わ
っ
て
い

け
る
よ
う
活
動

し
て
ま
い
り
ま

す
。

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
サ
ッ
カ
ー
カ
レ
ッ
ジ
か
ら
の

お
知
ら
せ 



29　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

サ
マ
ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ

７
月
13
日（
火
）か
ら
８
月

13
日（
金
）ま
で
発
売
中

　

県
内
で
購
入
さ
れ
た
宝
く
じ
の
収

益
金
は
、
市
町
村
の
明
る
く
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
て
い
ま

す
。
宝
く
じ
は
県
内
で
買
い
ま
し
ょ

う
！消

防
職
員
募
集
の

　
　
　
　
　
お
知
ら
せ

　

新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合
消
防

本
部
で
は
、
令
和
４
年
度
採
用
の
消

防
職
員
を
下
記
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

【
採
用
職
種
】
消
防
士
（
公
安
職
）

【
採
用
年
月
日
】
令
和
４
年
４
月
１
日 

【
採
用
人
員
】
若
干
名

【
受
付
期
間
】
７
月
７
日
（
水
）
か

ら
７
月
28
日
（
水
）
ま
で

※
郵
送
の
場
合
は
7
月
28
日
の
消

印
有
効
、
直
接
持
参
す
る
場
合

は
、
７
月
28
日
午
後
５
時
15
分

ま
で

【
受
験
資
格
】

・
平
成
９
年
4
月
2
日
か
ら
平
成
16

年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

で
学
校
教
育
法
の
規
定
に
基
づ
く

高
等
学
校
卒
業
程
度
以
上
ま
た

は
、
令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
に

卒
業
見
込
の
人 

【
第
一
次
試
験
日
程
】

・
筆
記
試
験
な
ど

９
月
19
日
（
日
）

新
発
田
市
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー

・
体
力
試
験

９
月
20
日
（
月
・
祝
日
）

新
発
田
地
域
広
域
消
防
本
部

・
試
験
内
容

体
力
試
験
、
筆
記
試
験
、
事
務
適

性
検
査
、
消
防
適
性
検
査

【
受
験
用
紙
】
新
発
田
地
域
広
域
消

防
本
部
総
務
課
ま
た
は
、
管
内
の

各
消
防
署
・
聖
籠
分
署
・
中
央
分

署
・
さ
く
ら
分
署
・
管
内
の
各
出

張
所
に
あ
る
ほ
か
、
新
発
田
地
域

広
域
事
務
組
合
消
防
本
部
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

新
発
田
地
域
広
域
事
務
組
合

消
防
本
部
総
務
課

新
発
田
市
新
栄
町
1
丁
目
8
番
31

号☎
０
２
５
４
‐
２
２
‐
３
７
８
９

厚
生
労
働
省

建
設
労
働
者
育
成
支
援
事
業

第
２
回
建
設
土
木
多
目
的

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー
ス

離
職
中
の
方
や
現
在
求
職
中
の
方

（
18
歳
以
上
、
性
別
不
問
）

（
一
社
）
北
陸
建
設
ア
カ
デ
ミ
ー

胎
内
市
黒
川
91

９
月
27
日（
月
）～
10
月
29
日（
金
）

日
曜
日
は
休
み
、
土
曜
日
は
訓
練

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
募
集
期
間
】

７
月
１
日（
木
）～
８
月
31
日（
月
）

ま
で

建
設
業
の
仕
事
に
役
立
つ
８
つ
の

資
格
取
得
な
ど

・
技
能
講
習
（
小
型
移
動
式
ク
レ
ー

ン
、
玉
掛
け
な
ど
）

・
特
別
教
育
（
締
固
め
用
機
械
、
足

場
の
組
立
な
ど
）

・
安
全
衛
生
教
育
（
振
動
工
具
取
扱

作
業
者
）

【
定
員
】
10
名
（
選
考
）

【
受
講
料
】
無
料

※
交
通
費
、
食
費
は
個
人
負
担

【
申
込
方
法
】「
建
設
ウ
ェ
ル
カ
ム
」

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
申
し
込
む

か
、（
一
財
）
建
設
業
振
興
基
金

（
〒
９
５
９
‐
２
８
０
７
胎
内
市

黒
川
91
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
５
４
‐

２
０
‐
８
１
０
９
）
に
申
込
書
を

郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
申
込
書
は
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
新
発
田
に
あ
り
ま
す
。

（
一
社
）
北
陸
建
設
ア
カ
デ
ミ
ー

☎
０
２
５
４
‐
２
０
‐
８
１
０
１

令
和
３
年
度

　
　
　
自
衛
官
等
募
集

　

防
衛
省
で
は
、
下
記
に
よ
り
自
衛

官
候
補
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
種
目
／
資
格
／
受
付
期
間
／
試

験
期
日

①
自
衛
官
候
補
生
／
18
歳
以
上
33
歳

未
満
の
者
／
７
月
１
日
～
９
月
９

日
ま
で
／
９
月
25
日
～
９
月
27
日

ま
で

②
航
空
学
生
／
高
卒
者
（
見
込
含
）

ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了
者
（
見

込
含
）
海
自
は
18
歳
以
上
23
歳
未

満
の
者
、
空
自
は
18
歳
以
上
21
歳

未
満
の
者
／
７
月
１
日
～
９
月
９

日
ま
で
／
１
次
９
月
20
日

③
一
般
曹
候
補
生
／
18
歳
以
上
33
歳

未
満
の
者
／
７
月
１
日
～
９
月
６

日
ま
で
／
１
次
９
月
16
～
19
日

（
い
ず
れ
か
１
日
を
指
定
）

④
防
衛
大
学
校
学
生
（
一
般
）
／

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
高
卒

者
（
見
込
含
）
ま
た
は
高
専
３
年

次
修
了
者
（
見
込
含
）
／
７
月
１

日
～
10
月
27
日
ま
で
／
１
次
11
月

６
・
７
日

⑤
防
衛
医
科
大
学
校（
医
学
科
学
生
）

／
18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
高
卒

者
（
見
込
含
）
ま
た
は
高
専
３
年

次
修
了
者
（
見
込
含
）
／
７
月
１

日
～
10
月
13
日
ま
で
／
１
次
10
月

23
日

⑥
防
衛
医
科
大
学
校
看
護
学
科
学

生
（
自
衛
官
候
補
看
護
学
生
）
／

18
歳
以
上
21
歳
未
満
の
者
高
卒
者

（
見
込
含
）
ま
た
は
高
専
３
年
次

修
了
者
（
見
込
含
）
／
７
月
１
日

～
10
月
６
日
ま
で
／
１
次
10
月
16

日自
衛
隊
新
発
田
地
域
事
務
所

☎
０
２
５
４
‐
２
６
‐
５
６
１
９

サマージャンボ7億円
（1等5億円・前後賞各1億円合わせて）

サマージャンボミニ5千万円
（1等3千万円・前後賞各1千万円合わせて）
この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい
まちづくりに使われます。

 7月1３日●火2種類同時発売!
発売期間 7/13（火）～8/13（金）

各1枚 300円

公益財団法人新潟県市町村振興協会



広報聖籠 R3.7　30日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

み ん な の ひ ろ ば

町の宝で〜す
5月の乳児健診から

元気に育ってね！
　この写真は保健福祉センターで行
われている乳児健診会場で主に４カ
月健診対象乳児を撮影しています。

食は味楽来
ミ　　　　ラ　　　 クル

お問い合わせ　保健福祉課（町保健福祉センター内）
　　　　　　　管理栄養士　☎２７−６５１１

榎本 葉
よう

 ちゃん

吉田 理
り の

乃 ちゃん

河栗 空
くう

翔
が

 ちゃん

富樫 彩
あ こ

瑚 ちゃん

長谷川 縁
えにし

 ちゃん

鈴木 奏
そ ら

空 ちゃん

前田 凛
り う か

心煌 ちゃん

鈴木 勇
ゆうせい

晴 ちゃん

高橋 菜
な な か

々香 ちゃん

秦 純
あつ

斗
と

 ちゃん

富樫 桃
もも

音
ね

 ちゃん

塚野 楓
かえで

 ちゃん

小林 凪
なぎ

都
と

 ちゃん

山崎 帆
ほ の か

乃果 ちゃん

７月は美味しく減塩月間です
　塩分が少ない方がおいしい！！
 調味料でごまかさない美味しさに満足！！ 
 
　少しの工夫でおいしく、健康的な減塩生活に取り組んでみては
いかがでしょうか。

聖籠地場物産館にて減塩特設コーナーを開催中です。
（図書館は７月中旬～減塩特設コーナー開催予定）

　美味しい減塩レシピも設置中。
お立ち寄りの際にご覧ください。

減塩テク！　スープ編

減塩テク！　野菜炒め編

一般スープ（1杯分）塩分1.6g → 0.9g

一般野菜炒め（100g）塩分0.8g → 0.5g

ポイント１　野菜を大きめに切る。
ポイント２　じっくりとよく煮て、具からのうま味を出す。

※じっくり煮るとうま味が出て、調味料を減らしても
とってもおいしいです。

ポイント３　固形ブイヨンの使い方が大切。長く煮るため、水（だし）
の量を多くする。

（例）市販のブイヨンを使用する場合
（適塩）＜２人分＞ 水 300 ㏄で固形ブイヨン 小 1/3 個＋塩 小さじ

 1/4（1.5g）
（減塩）＜２人分＞ 水 400 ㏄で固形ブイヨン 小 1/3 個＋塩 0.8g

 （親指と人さし指でつまんだ量）

ポイント１　野菜を大きめに切る。
ポイント２　シャキシャキ感を残して炒める。

※しんなりするまで炒めると、味が染み込みやすく、薄
味に感じてしまうので、シャキシャキ感が残っている
うちに調味をして仕上げる。

ポイント３　調味は炒め上げる直前に加える。
※野菜から余分な水分が出て味が薄まらないので効率よ

く調味できます。

市販のブイヨンは

表示どおりに使う

とだしの塩分が高

くなるので注意。

＜減塩の調味料＞
野菜の 0.5％の塩分
が望ましい
野菜が 200g の場合
塩 1g（小さじ 1/6）
塩の代わりに　
オイスタソースも◎
オイスタソース（9g）
 小さじ１と 1/2



31　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

み ん な の ひ ろ ば

マータさん 13歳 さくらんぼさん 8歳キングさん 12歳あこさん 4歳

投稿するときはペンで書いてください。（薄いものは掲載できません）
住所と名前は必ず書いてください。（ペンネーム希望の場合は名前の横にペンネーム『○○○』と書いてください）１か月に一人１枚だけ受け付けます。

蓮潟環境保全チームによる取組紹介
～ 多面的機能支払交付金事業 ～

お問い合わせ　役場産業観光課　地域振興係（１２５）

　農地などの維持活動の他、植栽などの景観活動を通して、地域振興や各世代交流を図る多面的機能支払交付金
事業を町内 16 の活動組織が活動しており、その中でも蓮潟環境保全チームは、今年度も多面的機能支払交付金
を活用した様々な景観美化活動を行っていますので、ご紹介します。

　５月 11 日（火）に蓮潟地内の田んぼで山倉小学校５年
生による田植え体験が行われました。この田んぼを管理
している蓮潟環境保全チーム構成員の曽根善治さんは毎
年小学生のために田んぼを提供しています。慣れない作
業に最初は四苦八苦してい
た児童も最終的にはとても
充実した様子でした。

　６月３日（木）には同チー
ムの構成員であり、有機農
業を取り組んでいる伊藤幸
成さんと伊藤久
雄さんの田んぼ

で蓮潟こども園４歳児 57 名によるアイガモの放鳥を行いました。ア
イガモは農薬の使用が制限される有機農業において雑草や害虫を食べ
てくれ、その排泄物が稲の養分となります。このアイガモ放鳥も毎年
実施されています。

　６月 13 日（日）には毎年恒例の芝桜の植栽を総勢 120 名で実
施しました。今年は聖籠中学校向かいのモニュメント周辺などで約
２７００株の芝桜を植栽しました。また、この日は西脇町長も視察に
訪れました。
　チーム設立当初から活動に携わっている伊藤久雄さんは、「平成 19
年から始まったこの活動も最初は農業者中心で参加者も少なかった。
今では農業者以外のたくさんの協力もあり、非常に大きな規模で活動
できている。『芝桜といったら蓮潟』と言われるよう今後も力を入れ
ていきたい。」とおっしゃっていました。
　これからも益々のご活躍に期待したいところです。



広報聖籠 R3.7　32日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

元気いっぱい！笑顔いっぱい！

〜小学校運動会〜

　５月 22 日（土）に亀代小学校、25 日（火）に蓮野、山倉小

学校で、運動会（体育フェスティバル）が開催されました。

　この日のために、たくさん練習を重ねてきた児童たちの一生懸

命な姿を、各校のスローガンとともにご覧ください！

蓮野小学校 「一人一人 自分のベストをつくそう一人一人 自分のベストをつくそう」



33　R3.7 広報聖籠 日時　　会場　　内容　　対象　　申し込み　　問い合わせ

山倉小学校 「団結し 正々堂々 盛り上げろ団結し 正々堂々 盛り上げろ」

亀代小学校 「協力し せいせいどうどう 赤白ともに もえつきろ協力し せいせいどうどう 赤白ともに もえつきろ」
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　本紙 30 ページの「食は味楽来」でも紹介しましたが、７月は
減塩月間です。
　例年、町の減塩月間に合わせた取り組みの一環として、ざぶー
んレストランにて提供されている「減塩メニュー」を紹介します。
　今年のメニューは、『聖籠産鯵のヘルしお薬味丼』です。鮮度に
こだわった聖籠産の新鮮な鯵を使用します。旬のものや新鮮なも
のは食材本来のうまみが強く、控えめの塩分でもおいしくいただ
くことができます。また、香味野菜の薬味と合わせることにより
風味豊かにさっぱりと仕上げました。一般的な定食に含まれる塩
分量が５～６ｇであるのに対し、ヘルしお薬味丼は 2.5ｇ。
　７月 31 日までの提供を予定していますので、この機会にぜひ
お立ち寄りください。
※仕入れ状況により、提供数に限りがあります。事前のご予約、

お問い合わせをおすすめします。

　お問い合わせ　聖籠観音の湯ざぶ〜ん館
　　　　　　　　☎２７－１１２６

お試しください！≪聖籠産鯵のヘルしお薬味丼≫

県展賞受賞　おめでとうございます

⇒
今
年
の
減
塩
メ
ニ
ュ
ー
は
、「
居
食
亭
ほ
う
せ

い
丸
」様
（
藤
寄
２
３
２
１
‐
４　
☎
０
２
５

‐
３
８
６
‐
３
５
８
７
）
と
も
コ
ラ
ボ
！

こ
ち
ら
も
ぜ
ひ
お
試
し
く
だ
さ
い
。

▲聖籠産鯵のヘルしお薬味丼

　新潟県内の作家の発表の場として約
75 年の歴史がある県内最大規模の公
募展新潟県美術展覧会「県展」で、宮
野洋子さん（山三賀）が、日本画部門
で最高となる県展賞を受賞されまし
た。
　公募展には 10 年ほど前から出品し
ているという宮野さん。今回受賞した
作品には約４ヵ月を費やしたそうです。
　また、「自分は農家の生まれで、野
菜への愛情があり、スーパーで見かけ
るものとは違う、土や根っこ、葉に至
るまでの畑の野菜全体の姿を描きたい
と思った」と話してくださいました。
　宮野さん、受賞おめでとうございま
す。

▲こちらが宮野さんの作品「収穫―やわ肌葱―」
　葱の白さや土の汚れから野菜への愛情が感じられる
点や、構図の切り方などが評価されました。
　県展は県内を巡回展として回っており、６月 30 日

（水）～７月４日（日）には、胎内市中条Ｂ＆Ｇ海洋
センター体育館で開催されます。


